
事 務 連 絡 

令和８年１月 30 日 

一般社団法人 日本医療法人協会 御中 

厚生労働省医政局医療経営支援課 

「物価高騰の影響を受けた施設等に対する経営資金又は長期運転資金」 

に係る融資条件の拡充について 

 独立行政法人福祉医療機構では、物価高騰の影響を受けた医療施設等への資金繰りを支援

することにより、経営の安定化に資することを目的として、「物価高騰の影響を受けた施設

等に対する経営資金又は長期運転資金」において、通常の融資条件から貸付利率の引き下げ

等の優遇措置を講じた融資を行っているところです。 

 今般、令和７年度補正予算において、病院に対する更なる資金繰り支援を行うため、本優

遇融資を拡充し、無担保貸付限度額を 7.2億円から 10億円に引き上げることとなりました。 

つきましては、対象となった病院が必要に応じて本優遇融資を活用できるよう、貴会にお

かれましては、別紙の内容について御了知いただくとともに、会員各位へ周知いただきます

ようお願い申し上げます。 

【事務連絡に関するお問合せ先】 

厚生労働省医政局医療経営支援課経営指導係 

 【上記優遇融資に関するお問合せ先】 

独立行政法人福祉医療機構 

物価高騰対応資金専用番号  直通番号：03-3438-9940 



（別紙） 


